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◎新潟県訓令第20号 

本     庁 

地 域 機 関 

新潟県財務規則（昭和57年新潟県規則第10号）第223条の規定により帳票その他の書類の様式を定める訓令（平

成５年３月新潟県訓令第７号）の一部を次のように改正し、令和２年10月１日から実施する。 

令和２年９月25日 

新潟県知事  花 角  英 世 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が

引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部

分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しな

い場合には当該改正後部分を加える。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

第36号様式（第79条関係） 

建設工事請負契約書 

１・２ （略） 

３ 工期等 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 工事を施工しない日又は時間帯を定めた場

合の内容 新潟県財務規則（昭和57年新潟県

規則第10号）別記建設工事請負基準約款第１

条第１項の設計図書のとおり 

４～８ （略） 

９ その他 

  上記の工事の施工については、本契約書の上

記条件以外は、新潟県財務規則及び同規則別記

建設工事請負基準約款並びに本契約書添付の設

計書、図面及び仕様書によつて、工事請負契約

を結び、契約の証として本書 通を作成し、当

事者双方記名押印して、それぞれ１通を保有す

る。 

（略） 

 

第37号様式（第80条関係） 

工事請負請書 

 １～５ （略） 

 ６ 工事を施工しない日又は時間帯を定めた場合

の内容は別紙のとおり 

 （略） 

 

第38号様式（第83条関係） 

工事着手届 

（略） 

（略）    

監 理 技 術 者 氏 名  住 所  

監理技術者補佐氏名  住 所  

（略）    

  

第36号様式（第79条関係） 

建設工事請負契約書 

１・２ （略） 

３ 工期等 

 (1)～(3) （略） 

 

 

 

 

４～８ （略） 

９ その他 

  上記の工事の施行については、本契約書の上

記条件以外は、新潟県財務規則（昭和57年新潟

県規則第10号）及び同規則別記建設工事請負基

準約款並びに本契約書添付の設計書、図面及び

仕様書によつて、工事請負契約を結び、契約の

証として本書 通を作成し、当事者双方記名押

印して、それぞれ１通を保有する。 

（略） 

 

第37号様式（第80条関係） 

工事請負請書 

 １～５ （略） 

  

 

 （略） 

 

第38号様式（第83条関係） 

工事着手届 

（略） 

（略）    

監 理 技 術 者 氏 名  住 所  

    

（略）    

  

 


